
 

第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

次
の
と
お
り
公
告

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

 

 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者

意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面

氏
名
及
び

の
氏
名
及
び

び
に

意
見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
六

日
ま
で
に
奈
良
県
産
業
部
経
営
支
援
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し

 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

名
称 

ヤ
マ
イ
チ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
桜
井 

 
 

所
在
地  

桜
井
市
大
字
大
福
一
〇
四
二
番
四
ほ
か 

二 

変
更

事
項 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 

仮
称

ヤ
マ
イ
チ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
桜
井 

 
 
 

後

ヤ
マ
イ
チ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
桜
井 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名

住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 

名
称 

ヤ
マ
イ
チ
・
ユ
ニ
ハ
イ
ム

株
式
会
社 

 
 
 

 
 

 
 
 

住
所 

和
歌
山
県
和
歌
山
市
中
之
島
一
五
一
八
番
地 

中
之
島
八
〇
一
ビ
ル
五
階 

 
 
 

 
 

 
 
 

代
表
者 

代
表
取
締
役 

山
田 

茂 

 
 

名
称 

ヤ
マ
イ
チ

株
式
会
社 

 
 
 

 
 

 
 

住
所 

和
歌
山
県
和
歌
山
市
中
之
島
一
五
一
八
番
地 

中
之
島
八
〇
一
ビ
ル
五
階 

 
 
 

 
 

 
 

代
表
者 

代
表
取
締
役 

山
田 

茂 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名

住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 

名
称 

株
式
会
社
松
源 

 
 
 

 
 

 
 
 

住
所 

和
歌
山
県
和
歌
山
市
田
屋
一
三
八
番
地 

 
 
 

 
 

 
 
 

代
表
者 

代
表
取
締
役 

桑
原 

太
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

ほ
か
未
定
三
者 

 
 
 

名
称 

株
式
会
社
松
源 

 
 
 

 
 

 
 
 

住
所 

和
歌
山
県
和
歌
山
市
田
屋
一
三
八
番
地 



 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者 

代
表
取
締
役 

桑
原 

太
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
称 

株
式
会
社
西
松
屋

 

 
 
 

 
 

 
 
 

住
所 

兵
庫
県
姫
路
市
飾
東
町
庄
二
六
六
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者 

代
表
取
締
役 

大
村 

浩
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

ほ
か
未
定
二
者 

三 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
ほ
か 

四 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

五 

縦
覧
場
所 

奈
良
県
産
業
部
経
営
支
援
課 

六 

縦
覧
期
間 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
六
日

奈
良
県
の
休
日
を
定
め

る

成
元
年
三
月

に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

 

七 

縦
覧
時
間 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 
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